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1. はじめに

 雲仙普賢岳１９９０噴火は，ⅰ）溶岩ドームの形

成と，ⅱ）その成長に伴う溶岩ドームの不安定化と

その崩壊で発生するメラピ型の火砕流，ⅲ）火砕流

堆積物を発生源とする土石流によって特徴づけられ

る。本稿は，火砕流による熱風を防止・軽減するた

めの対策工法として，雲仙普賢岳噴火の際に施工さ

れた中の間川の熱風防護柵について，設置目的等を

紹介することにより今後の火山砂防対策に資するこ

とを目的としている。中の間川の熱風防護柵は，日

本で初めてかつ唯一の火砕流熱風部への対策事例で

ある。本施設は，噴火活動の鎮静化後に撤去された

ため，現在，国内には熱風防護柵として機能する施

設は存在しない。なお，本稿は火山防災技術のノウ

ハウの蓄積，高度化・効率化を図るために実施した

調査結果を基礎としている。 

2. 熱風防護柵設置目的等

 雲仙普賢岳溶岩ドームの形成と不安定化により，

平成３年５月に初めての火砕流が発生した後，平成

８年５月までの間，火砕流が断続的に発生した。 

図－１は，中の間川の熱風防護柵の施工位置であ

る。中の間川の熱風防護柵の計画・設計にあたった

当時の長崎県の担当者（以下，担当者）からの聞き

取り調査によれば，当時は火砕流の速度，温度など

に関する知見がほとんど無い状況で，本施設の検討

を行わなければならなかったとのことであった。 

中の間川の熱風防護柵は２期の工事により施工さ

れている。第１期は，中の間川治山堰堤の有人工事

の際に施工現場に迫るおそれがある火砕流に対し，

安全対策として，堰堤施工位置の上流に仮設構造物

（第１フェンス）として約４０ｍの区間で設置され

た（図－２）。 

第２期は，その後，砂防堰堤の有人工事における

施工安全対策（第２フェンス）を目的として施工さ

れた。一方，中の間川源頭部は赤松谷右岸，地形的

には牡丹山に続く鞍部となっている部分（図－１,

図－２）で火砕流堆積物により赤松谷の河床が上昇

すると火砕流及び熱風が流下する懸念があり，中の

間川右岸の山の寺地区住民には強い危機感があった

という。 

従って，施工安全対策を目的として施工された第

２期設置の熱風防護柵は結果的に山の寺地区住民の

期待に応えることとなった（第２フェンス，図－２,

図－３）。 

図－１ 中の間川の熱風防護柵の施工位置 

（国土地理院 電子地形図２５０００に加筆） 

図－２ 中の間川の熱風防護柵と山の寺地区 1) 

  （写真下部は赤松谷川右岸側の火砕流堆積物） 
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図－３ 熱風防護柵と山の寺地区（第２期）1) 

3. 熱風防護柵の構造概要 

中の間川の熱風防護柵については当時の設計資料

が現存しないため，先の聞き取り調査および当時の

現地写真に基づく構造概要を表－1に示す。 

表－1 構造概要 

施設名称 熱風防護柵 

対象火山 雲仙岳 

構造 

火砕流の熱風部に対する防護柵。横材として鋼

矢板で前面を覆い，支柱にＨ型鋼を用いる。設
置方式には以下の 2種が存在する。 

① 防護柵を控え柱で支える方式 

② 防護柵を直立した支柱と梁で支える方式 

高さ 約 10m 延長 

約 40m 

（第 1フェンス） 

約100m,約250m 

（第 2フェンス） 

施工年度 平成 4年度 

同種構造の
施設 

同種構造は雲仙岳のほか実績無し 

類似の技術 ブラストフェンス（空港施設） 

火砕流は熱風部と本体部によって構成されるが，

熱風防護柵は熱風部に対応するものとして計画され

ている。火砕流に対抗する前面には，横材として鋼

矢板を少し間隔をあけて配置し，これらを支える支

柱にはＨ型鋼が用いられた。防護柵の支柱は，①控

え柱で支える方式と，②直立した支柱と梁で支える

方式の２種が用いられた（図－４）。 

 当時の担当者によれば，熱風防護柵の計画時には，

空港施設として用いられているジェット機の噴流か

ら防護するためのブラストフェンスと同様のものを

想定していたとのことである（図－５）。 

ブラストフェンスは，航空機のジェットエンジン

後方に噴射される高温かつ高圧の噴流から，周囲の

他の機体，空港設備，作業員を防護するための空港

設備である。しかし，当時の現場条件では必要とな

る資材が調達できる目途が立たなかったため，現地

で調達や製作が可能なＨ型鋼と鋼矢板を用いて，ブ

ラストフェンスと同様の機能を発揮できるような構

造の施設としたという。また，熱風部が施設に与え

る外力が想定できなかったため既往最大の台風の風

速を計画外力として設計をおこなったという。本施

設には火砕流から直接的に保全対象を防御するとい

うのではなく近隣住民の避難時間を稼ぐためという

目的もあったといわれている。中の間川の熱風防護

柵の施工は２ヶ年で行い，平成８年の雲仙普賢岳噴

火活動の終息宣言とともに撤去したとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 熱風防護柵の構造 1) 

 

 図－５ ブラストフェンス（羽田空港にて撮影） 

4. 想定される効果 

 中の間川の熱風防護柵は，実際に火砕流が本施設

まで到達しなかったため，熱風部に対する防護の効

果を検証される機会はなかったという。山田（２０

０７）によれば，谷出口下流の勾配が緩い堆積区間

等で，火砕流の流れの底部の本体部（粗い粒子から

なる重力流動層）から，熱風部（微細粒子と高温の

気体との固気混相流）が分離して独自に運動してい

るときは，熱風部の流れの境界層をブラストフェン

スのような突起物で減勢すればよい 2)，としている。 

5. まとめ 

 本稿が火山砂防対策における火砕流による熱風の

防止・軽減を図る施工安全対策等の検討の一助になれ

ば幸いである。 
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